
東広島市医療的ケア児受入等実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 

この要綱は、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠 

である児童（以下「医療的ケア児」という。）で、集団生活が可能であると市長が認めた児童が、 

保育所等において健康で安全な生活を送ることができるよう必要な事項を定める。 

 

（用語の定義） 

第２条 

この要綱において、保育所等とは、本市に所在する児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」

という。）第３５条第４項の規定により認可を受けた法第３９条第１項に規定する保育所、就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項 

に規定する認定こども園、法第３４条の１５第２項の規定により認可を受けた法第６条の３第１ 

０項に規定する小規模保育事業を行う事業所及び同条第１２項に規定する事業所内保育事業を行 

う事業所をいう。（以下保育所等という。） 

 

（対象児童） 

第３条 

対象児童は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第１９条のいずれかの認定を受けている

もののうち、次の各号を全て満たす者である。 

（１）病状や健康状態が安定していて、医師から集団生活が可能と判断されていること。 

（２）病状や医療的ケアに関する情報を保護者と保育所等で十分に共有ができること。 

（３）保護者や医師の同意のもと、保育所等と医療機関が連携できること。 

 

（保育所等で提供する医療的ケアの内容） 

第４条 

保育所等では、次の各号に掲げる医療的ケアを行う。 

（１）経管栄養（経鼻） 

（２）経管栄養（胃ろう・腸ろう） 

（３）吸引（口腔・鼻腔内、気管カニューレ内、気管） 

（４）導尿 

（５）血糖管理 

 

（医療的ケア実施の申込み）  

第５条 保育所等における医療的ケアの実施を希望する保護者は、「医療的ケア児保育所等利用事前相談

票」（第１号様式）に次の各号に定める書類を添付して市長に提出することにより申し込まなければなら

ない。 



（１）「医療的ケアに係る調査票」（第２号様式） 

（２）「日常生活の状況に係る調査票」（第３号様式） 

（３）「医療的ケアに係る主治医意見書」（第４号様式） 

 

（実施の決定） 

第６条 医療的ケアの実施の可否については、ケース会議の結果を踏まえ決定する。 

２ ケース会議は、保育課とこども家庭課が連携して行うこととする。 

 

（保育利用の調整） 

第７条 前条に定めるケース会議により保育所等での医療的ケアの実施可能と判断した場合、市長は児童

福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第２４条第３項の規定に基づき、保育所、認定こども園の利用につ

いて調整を行う。 

 

（医療的ケアに関する指示）  

第８条 前条に定める利用の調整の結果、保育の実施の承諾の通知を受けた保護者は、「医療的ケアに関

する指示書」（第５号様式）（以下「指示書」という。）を利用開始までに保育を実施する保育所等に提出

しなければならない。 

 

（医療的ケアの実施）  

第９条 保護者から前条に定める指示書の提出を受けた保育所等は、「医療的ケア実施開始通知書」（第６

号様式）及び「医療的ケア実施計画書」（第７号様式）（以下、「計画書」という。）を作成し、保護者に対

して保育所等で実施する医療的ケアについて十分に説明した上で通知するとともに、その写しを保育課

へ送付しなければならない。 

 

（医療的ケアの承諾）  

第１０条 前条に定める通知を受けた保護者は、「医療的ケア実施承諾書」（第８号様式）を対象の保育所

等に提出しなければならない。 

 

（看護師等の業務）  

第１１条 医療的ケアを実施する者は、看護師又は准看護師（以下「担当看護師等」という。）とする。 

２ 担当看護師等は、次の各号に定める業務を行う。 

（１）第８条に定める指示書に基づき、第９条に定める計画書を作成の上、医療的ケアを実施すること。 

（２）医療的ケアの実施内容を記録すること。 

（３）その他保育所等の長が必要と認める事項を行うこと。 

 

（保育所等の責務）  

第１２条 保育所等は、次の各号に定める責務を負う。 

（１）医療的ケア児の保育に当たっては、医療的ケア児ごとに保育の方針等を記載した個別計画を作成



すること。なお、第９条に定める計画書と一体のものとして作成することも可能とする。 

（２）６か月ごと又は医療的ケアの内容に疑義が生じたとき「医療的ケア実施報告書」（第９号様式）を

作成し、保護者および保育課長に交付した上で、報告内容について医師の確認を得ること。 

（３）医師の指示内容、搬送する医療機関、主治医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急連

絡先等が記載された緊急時対応マニュアルを作成し、緊急体制を整備するとともに施設の職員に

周知徹底すること。 

（４）緊急時、保育所等の長の指示の下、前号に定めるマニュアルに基づき適切に対応すること。 

（５）医療的ケア児が安心して保育所等において生活できる環境等を整えるために、担当看護師等に対

して、医療的ケアに関する研修等への参加の機会を与えるよう努めること。 

（６）本要綱に基づき作成及び提出を受けた書類については、対象の医療的ケア児が保育所等に在園し

ている間は保管し、退園後も５年間は保管するとともに保護者又は市長が提示を求めた場合は速

やかに提示すること。 

 

（保護者の責務） 

第１３条 保護者は、次の各号に定める責務を負う。 

（１）市長又は保育所等の長が必要に応じて実施する医療的ケアに係る面談を受けること。 

（２）医療的ケアの実施に必要な医療機器の準備並びに点検及び整備を行うこと。 

（３）登園時、対象の医療的ケア児の健康状態について、担任保育士又は担当看護師等に伝達すること。 

（４）１年ごと又は保育所等利用開始前に「医療的ケア実施計画書」で定めた時期に医師の診察を受け、

「医師受診結果連絡票」（第１０号様式）を保育所等に提出すること。 

（５）保育所等の長、担任保育士又は担当看護師等が医師との面談を求めた場合には、遅滞なく医師にし

てその旨を伝えること。 

（６）保育所等の利用は、担当看護師等の勤務の範囲している時間帯内に行うこと。 

 

（医療的ケアの実施内容の変更等）  

第１４条 保護者は、医師の指示により医療的ケアの実施内容を変更又は追加する場合は、第８条に定め

る指示書を再度提出しなければならない。 

２ 第６条の規定は、前項に定める医療的ケアの実施内容の変更に伴う申込書及び指示書が再提出され

た場合に準用するものとする。 

 

（実施状況の確認等）  

第１５条 市長は、保育所等における医療的ケアの実施状況を把握し、必要に応じて指導及び助言を 

行うものとする。 

２ 市長は必要に応じて、保育所等の長、担当看護師等、保護者、医師又はその他市長が必要と認める者

を集めて、対象児童に係るケース会議を開催することができる。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、保育所等における医療的ケアに係る必要な事項は、こども 

未来部長が別に定める。 



 

附 則  

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


